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１．はじめに

　我が国は今，規制緩和と評価の時代であり，
大学もまたその流れに無関係ではいられない。
1991年に大学設置基準が大綱化され，大学の自
己裁量権が増したが，同時に大学は自己点検・
評価による改善に努めるよう求められた。さ
らに 1999年の改正では，自己点検・評価が義
務づけられるとともに，外部評価が努力目標と
なった。そして，2000 年４月に大学評価のため
の第三者機関として大学評価・学位授与機構が
発足したのである。
　一方，大学教員の評価についてはどうであろ
う。大学教員として新規に採用され，あるいは
昇任するときには，その大学あるいは学部にお
いて何らかの評価がなされる。また，大学や学
部の新設に際しては，設置審議会で教員個人の
評価が行われている。これらの場合の評価はほ

ぼ研究業績のみでなされてきたが，大学教員の
職務は研究だけではないことは明らかである。
その意味では，教員の活動全般に対する組織的
な評価は，ほとんど行われてこなかったと言っ
ても過言ではない。
　大学評価・学位授与機構の舘は「教員評価の
基本は，組織内における内部評価であり，その
成否はそれを恒常的に行うための仕組みを個々
の大学において構築することにかかっている」
とし，そのためには，評価を実行するための大
学におけるマネジメント改革などが求められる
としている［1］。
　本学では「教員評価システムを作ることは，
その大学がどのような教員を好ましいと考えて
いるかを表現することであり，そのシステムに
よって，大学の持続的発展が可能であるかどう
かが決まる」［2］という考えに立ち，2001年度
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から本格的な教員評価を実施してきた。
　2001および 2002年度は評価結果を賞与の一
部に反映させたが，この２年間で教員評価シス
テムの適否を試行してきたと考えることができ
る。その結果，多少の修正を行えば，教員の年
俸や昇格にも適用可能であると判断し，2003年
度からの新規採用者および昇格者に対しては任
期制と併用して，教員評価の結果に連動する年
俸制を全面的に適用することにした。このこと
により，教員評価システムは教員の人事や給与
に大きな影響を与えることになることから，評
価の精度を上げる必要があり，学内の企画室で，
過去２年間の教員評価の実績をもとに評価方法
の見直しを行った。
　本稿では，２章で教員評価と密接なかかわり
がある本学の人事制度について説明し，３章で
は 2003年度から適用される教員評価システム
を解説する。

２．人事制度

　ここでは，1997年の開学以来の考え方も一部
まじえて，本学の人事制度について説明する。

2.1　一般教員

　高知工科大学では開学以来，必修科目なしの
カリキュラム編成，産官学一体のプロジェクト
研究，オフィスアワーやインターンシップ制度
など，新しい教育・研究システムを積極的に導
入してきた。また，変化に合わせた柔軟な体制
がとれるよう，予算の配分や人事の決定権など
従来教授会に与えられていた権限を大学運営委
員会に置いた。しかし，こと人事制度について
は，給与を含めて，国立大学に準じたごくオー
ソドックスなものであった。
　2003年度より，各教員がそれぞれその長所を
生かして大学の発展に寄与すると同時に，それ
ぞれの人生がより豊かなものになるように，人
事制度を全面的に改めた。すなわち，常勤の講
師，助教授，教授に関しては，基本的に任期制
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と職能に応じた年俸制を採用することにした。
現在在籍している教員も速やかにこの制度に移
行することを期待している。
　この制度は，高知工科大学への貢献に自信の
ある教員にとって極めて良いものであると確信
している。また各教員の教育や研究における自
由を保証する上でも大変有意義なものである。
大学は，たとえ研究を中心とする場合でも，学
生の成長を自分の喜びとすることができる人の
みが幸福に過ごせるところであり，また，学生
とともに一生自己研鑽を行う場でもある。本学
が採用した人事制度が，このような価値観を持
つ教員の活躍に役立つと確信している。
（１）採用方法

　教員の採用は，教員選考委員会が候補者一人
を大学運営委員会に推薦し，委員の三分の二以
上の賛成によって決定する。教員選考委員会は
各学科の教員を中心に構成され，公募による候
補者について審査する役目を負う。末松初代学
長は，公募の内容について，学長の許可を必要
とすることによって，大学にとって必要な分野
に教員をシフトできるよう，強い指導力を発揮
してきた。しかし，制度そのものをこの目的に
合ったものとすることが，持続的発展にとって
有効であることは明らかである。
　そこで，2001年度より，教員選考委員会の構
成員を，学長，副学長，当該学科長（またはコー
ス長）および大学運営委員会の推薦する教員（通
常は当該学科の教員）の計５名とし，さらに
2003年度より教員選考委員会の構成員５名を学
長の指名に変更した。ただし，当該学科長（ま
たはコース長）および当該学科の教員１名を含
むことには変わりはない。これによって，大所
高所から，大学にとって真に必要な分野を設定
することを制度的に保証することができる。
　教員に欠員ができると，まず教員選考委員会
を設置し，必要分野と公募内容を作成して大学
運営委員会の承認を得た上で公募する。応募者
の書類選考により候補者を絞って面接を行い，



適任者が得られた場合には，大学運営委員会に
推薦するという手順を踏んで採用する。ただし，
一般教員の定員 95名のうち６名は必要な分野
に充当するために，流動的な定員として活用す
る。

表１ 教育職員年俸表

（２）任期と標準年俸

　任期と標準年俸（表１の９号給）は，講師，
助教授，教授に対して，それぞれ５年と 700万円，
10年（１回の更改を含む）と 900万円および５
年と 1,100万円とする。大学宿舎あるいは大学
の提供している宿舎に入居しない場合には，こ
れに住宅手当を含む諸手当として一律 50万円
が付加される。
　採用または昇格後３年間の年俸は，採用時あ
るいは昇格時に，十分な人事評価が行なわれて
いるという前提に立って，年齢にかかわらず，
原則として上記の標準年俸とする。大学への貢
献が同じであれば，年齢に関わらず同じ年俸を
払うのが公正であるとの考え方である。また，
教員評価を年俸へ適用するにあたっては，大学
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の機能を考え，過去３年間の教員評価の平均値
を基に行う。なお，現在年俸制でない教員がこ
の制度に移行する場合には，移行後３年間の年
俸額は，現在の年俸と標準年俸のいずれかを選
択できる。
　講師，助教授，教授の職務には基本的な相違
はなく，同一の評価法を適用するが，達成すべ
き要求レベルは後者ほど高いのは当然である。
講師・助教授の任期は，その任期終了時に，昇
格することを期待して設定されている。教授は
任期終了時点で，標準評価得点（1,100点）を
クリアするなど一定の評価が得られれば定年ま
でその職にとどまることができる。
　その一方で，任期終了時点における過去３年
間の教員評価点が，それぞれの職に設定されて
いる限度以下となった場合には原則として再任
されない。その限度は，講師，助教授，教授に
対して，それぞれ 500点，600点および 700点
であり，これらは年俸の下限値に対応している。
この下限値以上であれば大学では再任は妨げな
い。年俸額を考慮の上で，各個人の判断に任せ
られる。
（３）昇給・減給

　採用または昇格後４年目以降の年俸は，教員
評価システムによる評価点によって，それぞれ
の職に応じて設定されている年俸表の限度額内
で上下することになる。これも同様に過去３年
間の平均値をもとにする。
　なお，給与表の限度額は，講師，助教授およ
び教授に対して，それぞれ標準年俸から± 200
万円，± 300万円および± 400万円となってい
る。昇給または減給は原則として，１年１号給
（50万円）とするが，学長が認めた場合には２
号給の昇給も可能とする。このように年俸への
評価の反映は，３年間という期間によってなだ
らかに変化する。また１年あたりの昇給と減給
に限度枠があることから，教育や研究などにお
いては改善の効果が比較的ゆっくり表れるとい
う大学での仕事の性質を加味したものになって



いる。また各人の個人的理由（育児・介護など）
によって仕事量が変化しても，年俸は大きく変
化しない。

2.2　教育または研究に専念する教員

　2003年度より , 教育に専念する教員および研
究に専念する教員の制度を発足させた。
（１）教育講師

　教育講師の職務は，一言で言えば学生の指導
である。業務内容の専門分野に関連する企業や
教育分野でのキャリアを終えたおおむね 55歳
程度の方々に，その貴重な経験を生かして，実
験や設計，演習の指導をしていただくための職
種である。大学での学習と社会に出るために必
要な基礎技術の習得を少人数の学生に対して行
うセミナ（科目名は『スタディ・スキルズ』）
を担当するとともに，個々の学生への丁寧な指
導も期待している。
　任期は原則５年とするが，再契約や任期の延
長については柔軟性のある運用をする。採用は
各教室・学科の推薦を大学運営委員会が承認す
る方式で行う。豊富な経験と知恵とを学生達に
伝えることに喜びと情熱とを持っている方は多
く，12名の募集に対して 100名以上の応募が
あった。
（２）総合研究所所属の教員

　総合研究所を改組拡充し，研究機能の強化を
図ることにした。2003年度は，５名の専任教授
がそれぞれの研究プロジェクトのリーダーとし
て研究に専念している。その任期はプロジェク
トの期間を基本とする。採用は学長が推薦し，
理事会が承認して決定する。
（３）助手

　助手についてもその職務内容を変更し，研究
を主たる業務とした。助手は大学でのキャリア
の第一歩であるが，その時期に最も大切なのは
研究業績を挙げることである。しかし，大学に
おける助手の身分は本来あまり良いものではな
く，わが国のような助手制度をとっている国は
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他にはない。
　助手は長くやるべきものではないと考え，任
期を３年以内とし，再任は原則なしとした。そ
の代わり，この３年間は一切の雑用を課さず，
研究に専念することができる。採用は研究プロ
ジェクトのリーダーの推薦を大学運営委員会が
承認して決定する。その給与の半額は研究プロ
ジェクトで負担することにしている。

2.3　教員評価システム

　企業と同じように，大学でもビジョンや目的
を言葉として掲げている。しかし，大学には言
動が一致しているかどうかを測るシステムがな
い。そこで，教員の行動規範を教員評価システ
ムとして，具体的，定量的に表すことにした。
　この教員評価システムを 2001年度から採用
し，その結果を賞与の一部に適用することで，
試行してきた。その結果，多くの教員の基本
的な合意が得られるものになったと判断して，
2003年度から本格的な採用に踏み切ることにし
た。
　教員評価システムを定める手続きは，「学長
は，学長任期の最初の年に教員評価の具体的な
方法を提案し，教授会の議を経て決定する」と
した。教員評価システムを作ることは，大学が
どのような教員を好ましいと考えているかを表
現することである。その内容がいつも変わるよ
うでは，教員は混乱する。そこで，その修正に
は評価対象者の三分の二の賛成が必要であると
した。
　しかし，大学の進むべき方向は当然ながら時
代の変化に応じて柔軟に変えていく必要がある
ことも事実である。学長が代わるときがその節
目であるとすれば，新学長がその任期の最初に
新しい教員評価の具体的な方法を提案し，教授
会の議を経て決定するのが適当であると思われ
る。
　この評価システムは，教員を評価することだ
けが目的ではない。大学が進む方向を明確に示



し，そのために教員はどうあるべきかを表現す
る具体的な手段といえる。各教員がそれぞれ自
分の評価を上げるべく努力すれば，大学の目標
が自然に達成できていく仕組みになっている。
教員の能力がより一層活かされ，大学の更なる
発展を図るために，学長は評価実施後に教員と
面談することを原則とした。
　大学には色々な人間が必要である。そのよう
な人たちを一律に評価することは難しいが，大
学への貢献度として定量化することにした。大
学の商品は「卒業生」と「研究成果」，それら
を通じての「社会貢献」といえる。教員評価シ
ステムはこれらの商品を作り出す装置と考えて
いる。教育を重点的に行う教員には必ずしも研
究成果を期待しないし，研究中心の教員は教育
の負担が少なくてもよい。さまざまな特性を持
つ教員がそれぞれの能力を発揮できることが重
要である。
　若い教員には研究と教育の両方を勧めるが，
研究８割：教育２割でも良いだろう。既に世界
的な研究者になっている人はそのほうが良い。
一方，企業や大学で一仕事終えて，これまでの
蓄積を教育に生かしたいという教員には，教育
主体でやって欲しい。教員評価システムはこれ
らのことをうまく表現できるように作成されて
いる。
　評価項目のすべては，その時点における大学
の目標に即した係数によって，一元的に数値
化されるのがこのシステムの中心的特徴である
が，「定量化」のほかに，「自主性」，「結果主義」，
「透明性」の３点を重視したシステムになって
いる。
　研究，広報，学会や地域活動などに関する評
価点は自己申告に基づいて算出される。これら
は，教員の活動の結果で表される。教員の創造
的な活動は，プロセスの自由度があって初めて
促進される。しかし，結果を評価するだけでは
必ずしも十分でないことも事実である。一部プ
ロセスを主観的に評価することも取り入れてい
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る。ただし，その評価結果はすべて公表とする。
公表によって，初めて主観的評価の公正さが保
たれると考えるからである。
　どのようにうまく作ったシステムといえども
情勢の変化が生じれば不都合が生じてくる。ま
た，必ず欠陥を内蔵している。そこで，学長は
教員評価委員会に諮り，補正のための評価を付
加できることにした。これは大学として新しい
試みを実施しようというときなどには特に有効
な方法である。
　この教員評価システムが適用されるのは一般
教員のみである。使命が明確な教育講師や助手
は対象外である。また , 管理運営に専念する学
長，副学長等には適用されない。これらの管理
職は評価する組織あるいは職が別に定められて
おり , 評価が悪ければ失職する立場にある。

2.4　教員自己研鑽システム

　大学の発展にとって，教員の質と量およびそ
の志の高さが最も重要であることは論を待たな
い。そのためには，教員には常に自己研鑽が要
求される。開学以来，本学では以下の教員自己
研鑚システムを持っているが，残念ながら必ず
しもその意図が十分に発揮されているとはいえ
ない。今後そのサポートを十分に行う予定であ
る。
（１）サバティカルクオータ

　開学当初から，１年を４期に分けたクオータ
制度をとっている。そして , 教員はあらかじめ
登録した１クオータについて，大学の一般業務
を免除されることができる。この期間を自らの
計画に従った自己研鑽に充てることが可能であ
る。
（２）大学研究旅費

　高度情報化時代を迎えて，高知のような地方
に居ても世界中のあらゆる情報に接することが
可能になってきた。しかし，真に重要な情報は
やはり人と人との直接的な接触から生まれるの
は言うまでもない。



　そこで，地方における地理的な不利を補うた
めに，開学当初から教員一人当たり年間 200万
円の研究旅費を用意してきた。大学は空港まで
車で 20分ほどの距離にあり，空港での手続き
に要する時間の少ない地方空港の利点を生かせ
ば，大学を出て３時間後には東京や大阪の中心
地に到着できる。旅費さえあれば地域的不利は
ない。
　開学前の計画では，その旅費は集めた基金の
果実も利用して，国内外無差別に使用でき，教
員の自己研鑽に活用できる予定であった。とこ
ろが，利息が事実上まったく期待できない状況
になり，やむを得ず，原則国内旅費（海外は年
１度）で，年度繰越ができないという運用をし
てきた。その結果，年間一人あたり約 75万円
の使用額であり，しかも研究費に余裕のある教
員ほどその使用額が多い状況となった。
　そこで，2001年度より，研究旅費を教授 50
万円，助教授・講師 100万円とし，初期の計画
どおり，国内外無差別，年度繰越可とし，数年
間に一度の海外研修や毎年の国内研修を計画的
に行えるようにした。教授を助教授・講師より
も少額としたのは，自己調達の容易さを考慮し
たものである。
（３）大学研究費

　外部資金の獲得による研究が重要であること
はもちろんであるが，少額でも自由に使える研
究費は，大学人，特に若手教員にとっては，貴
重なものである。大学から一般教員に配布する
研究費は，一人当たり年間 400万円としてきた。
ただし，その中から学科のプロジェクト研究や
大学の研究プロジェクトに要する研究費および
光熱水道費が差し引かれる。

３．教員評価システム

　本学の教員評価は，2001年度から運用された。
この年の評価結果から，一部の評価項目につい
ては評価式の係数を若干変更して，2002年度の
評価が行われた。2003年度からは，年俸額にも
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影響を与えることになったことから，本学の企
画室で慎重に検討して新しい教員評価の方法が
決定され，教授会の採決を得て採用されること
になった。
　今回の改正案を作成するにあたって，大学本
来の使命である教育，研究，社会貢献を教員
の活動の中心にすえることとし，大学の運営に
とっては不可欠であるが必ずしも教員本来の業
務ではなく本来手当て等で処理すべきものは，
原則としてはずすことにした。ただし，現時点
では必ずしも十分な手当てが支払われていない
業務については，当分の間，評価対象とするこ
ととした。それらの項目は，年度初めに，その
年度に強調すべき事項と併せて，評価項目と評
価方法を提示することにした。

3.1　教員評価システムの概要

（１）評価方法を定める手続き・運用方法等

　学長は，学長任期の最初の年に評価の具体的
な方法を提案し，教授会の議を経て決定する。
その修正には，評価対象者の三分の二の賛成を
必要とする。
　評価対象者に対しては，過去３年間の評価結
果を翌年度の年俸の資料，昇格等の参考とする。
評価の実施は教員評価委員会で行う。
　学長は評価実施後に教員と面談することを原
則とする。
（２）教員評価委員会

　評価資料に基づいて，年度ごとに評価対象者
の評価を行い，その結果を速やかに本人に通知
し，評価結果に対する異議申し出を受付ける。
委員は，学長，工学研究科長，工学部長，教室
長および学長が特に必要と認める者とする。
（３）評価方法

　評価は，教育，研究，社会的貢献，広報およ
び外部資金導入等，本学に直接間接に貢献する
項目を対象とする。
　評価の対象とする資料は，公式な事務局資料
および大学ホームページに本人の責任で公開さ



れたものとする。
　各項目に関する評価は，評価点で数値化する。
評価点は，質（A），種別（X）および量（N）
を考慮して算定される。
　　A：質を表し，教員評価委員会で定め，教

員に公表する。
　　X：種別を表し，教員評価委員会で定め，

教員に公表する。
　　N：量を表し，自動的に計算できる。
　情勢の変化および評価方法の不備を補うた
め，学長は教員評価委員会に諮り，その年度に
適用する項目を特別に設定することができる。
その評価結果は，評価対象者全員に公表する。
（４）評価対象者

　評価対象者は，教授，助教授および講師とす
る。学長，副学長，工学研究科長，工学部長，
教育本部長，研究・産学連携推進本部長，国際
交流センター長および総合研究所所属教員は評
価対象者から除外する。

3.2　評価項目の内容

　以下では，各評価項目を算出する式と値の説
明を行う。説明文の中で「従来」と表現されて
いるのは，2001および 2002年度の評価システ
ムを指している。また，「別途例示」とあるのは，
Xの値を具体例を用いて別途例示することを意
味しているが，ここでは例示は割愛した。
（１）教育

（1.1） 講義・演習等
　　Σ［3 × (A－ 1.3) × X1 × X2 × N1 ×√ (N2)］
　　A＝学生による授業評価ポイント
　　X1＝１（一般）

1.2（英語，数学，情報科学，物理２科
目，化学２科目，生物２科目）
0.1（放送大学や非常勤講師の講義を世
話した場合）

　　X2＝貢献度（複数の教員が担当する場合
は合計が１）

　　N1＝単位数（ただし，英語の場合は 1.5倍
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する）
　　N2＝授業評価提出数（学生を区分する場

合はその担当分）
　ただし，履修登録数以下とする。
　また，卒業研究等は除き，５名以下
の場合は０とする。

　従来の式では最初の係数は 2 × (A－ 0.8) で
あった。授業評価ポイント Aの影響を幾分大き
くし，平均で 13％増とした。例えば A＝ 3.3の
場合は 20％増となるが，A＝ 2.3の場合は９％
の増である。なお，過去２年間の Aの値の平均
値は約 2.8であった。
　授業は大学での教育の中心であり，学生の成
長は単位数に比例すると考えたい。そこで，大
学院講義科目や実験科目に対しても一般の学部
講義科目と同じとしている。なお，大学院修士
課程の学生数が学部と大差なくなるのが本学の
目標である。X1＝ 1.2とした科目は，全学共通
の本学強調科目である。
　また，受講生が数名程度の講義は不効率であ
り，卒業研究及びそれに類する科目を除き，５
名以下の場合には評価に加えていない。
（1.2）指導教員  Σ［X × N］
　　X＝ 20（修士課程主指導教員）
  　　　 60（博士後期課程主指導教員）
  　　　 ５（博士後期課程副指導教員）
　　N＝大学院学位取得学生数
　従来あった教育と就職に関する所属長からの
配分をなくし，直接教員に配分することになっ
たので，従来より大幅に Xを増加した。
（1.3）学生の外部発表指導  Σ［10 × A × X］
　　A＝１（基本）
　　　   ２（受賞・表彰のあったもの）
　　X＝１（日本語で発表）
　　　   ３（英語で発表）
　　　   ５（外国で発表）
　学会等での発表，設計コンペ参加及びそれに
準じるものを対象とする。複数教員で１人の学
生を指導した場合は Xを按分する。また，複数



の学生が共同で１つの発表をした場合は，件数
は１とする。他大学の学生を指導した場合は対
象としない。
　教育効果が上がっているという実績を考慮し
て従来の２倍とした。発表の結果として学生が
受賞した事例があり，新たに質（A）の値を導
入した。
（1.4）一般教材等作成  Σ［A］
　　A＝ 10～ 100
　通常の講義に用いるだけのものは除く。ただ
し，自分の講義以外で使用されるものについて
は，適正に評価する。
（２）研究

（2.1）受賞  Σ［A］
　　A＝ 50～ 1000（別途例示）
（2.2）論文・作品  Σ［X × A／（N＋ 1）］
　　X＝ 20～ 300（掲載誌・作品の重要度による）
　　　（別途例示）
　　A＝１～２（貢献度）
　　N＝本人を含む著者数
　学科推奨論文誌，学科推奨専門誌，世界一流
雑誌等を精密に特定し，良い研究成果に対する
評価点を従来よりも増加した。
（2.3）発表・講演（最大５件）
　　Σ［10 × X1 × X2］
　　X1＝１（自主発表）
　　　　 ２（招待発表）
　　X2＝１（日本語で発表 )
　　　　 ３（外国語で発表）
　　　　 ５（世界的な国際集会等で発表）
　学会等での教員本人による研究発表や学術的
な講演などが該当する。従来の「口頭発表等」
と「学会などにおける招待講演等」を統合した。
なお，同一年度内の最大５件までを評価対象と
する。
（2.4） 著作等
　　Σ［10 ×√ (N1)］＋Σ［100 × X2／ N2］
　　N1＝印税額／万円 
　　X2＝１（著者の場合）
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　　　　  0.4（編集者の場合）
　　N2＝著者または編集者の数
　編集者を項目に加えた。第２項は，発刊時に
評価する。また，従来の「著作等・特許等」を
分離した。
（2.5）特許等
　　Σ［10 ×√ (N1)］＋Σ［100 × X2／ N2］
　　N1＝特許料／万円 
　　X2＝１（特許出願日）
  　　　   １（特許登録日）
　　N2＝発明者の数
　特許申請（出願）日に加えて特許登録日を評
価項目とした。
（2.6）研究グループの研究計画と達成度  A
　　A＝０～ 200（研究グループ全体に対して）
　研究計画とその達成度について，プレゼン
テーション，紀要への投稿，英語によるホーム
ページへの掲載などを研究評価委員会で総合評
価して，そのグループ全体に配分し，そのグルー
プがあらかじめ定めておいた比率に応じて教員
個人に配分されるように変更した。なお，個人
研究は，論文その他によって評価されているの
で，ここでは協力して研究することがいかに効
果的であるかを訴えてほしい。
（３）社会的貢献，広報活動および外部資金の

導入

（3.1）学会活動等（最大５件） Σ［X］
　　X＝ 10～ 100（別途例示）
　専門分野において教員が評価されていること
が学会の活動からある程度判断できるので，外
部評価の一環として評価項目に入れてある。し
かし，外部での活動と大学での活動は一般に相
反事項でもあるので，評価に入れる項目を最大
５件に制限している。
　政府機関，民間企業，各種団体の委員，役職
等についても，専門分野での評価によって委嘱
されていると考えられるので，この項に含める。
また，高知県に関するものは「(3.2) 高知県の地
域活動にかかわる委員等」で評価する。なお，



他大学等の非常勤講師は評価対象にしない。
　評価点は専門分野での評価を反映したものと
なっているはずである。他の評価点とのバラン
スを考慮し，例示に示したように全体として幾
分評価点を減じた。学会等からの依頼書等が
来た時点で事務局に届けたもののみを対象とす
る。２年以上の期間が明記されている場合には
次年度も自動的に処理される。
（3.2）高知県の地域活動にかかわる委員等
　　（最大５件） Σ［X］
　　X＝５～ 20（別途例示）
（3.3）マスメディア（最大５件） Σ［X］
　　X＝ 10～ 50（別途例示）
（3.4）一般講演等（最大５件） Σ［X］
　　X＝ 10～ 50（別途例示）
　各種のマスメディアあるいは講演会等で大学
の評価を高める効果があったと認められるもの
を評価対象とする。「（2.3）発表・講演」との重
複した評価はしない。
　新聞等のコピー，録画テープ，講演案内など
が遅くとも１ヶ月以内に事務局へ届けられたも
ののみを評価対象とする。提出期限を定めたの
は，これらの事例を大学広報誌 Flying Fish や
大学案内などへ積極的に利用することを前提に
しているからである。
（3.5）科学研究費補助金
　　Σ［2 ×√ (10 × N1)＋ 20 × N2］
　　N1＝採択金額（万円）
　　N2＝研究代表者として申請して採択されな

かった件数
　科学研究費補助金の採用件数と額は大学の研
究レベルの評価に利用されている。申請した場
合には，不採択であっても申請金額にかかわら
ず一定の値で評価する。
（3.6）その他研究費  Σ［√ (N1)＋ 0.2 × N2］
　　N1＝大学に導入した入金済み金額（万円）
　　N2＝オーバーヘッド入金済み額（万円）
　外部資金の導入額そのものが大学の評価にか
かわるが，大学への直接的貢献はオーバーヘッ
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ド分にある。その評価を従来の２倍にした。
（４）当該年度に適用する項目

　ここには，当該年度において重点的に実施す
るべき施策に応じた評価点の配分が示される。
　2003年度から本学では，従来の学内委員会
のいくつかを廃止し，教職員をメンバーとする
入学センター，教育センター，就職センターな
どを組織した。当該年度における施策は各セン
ターで立案・計画され実施されることになる。
評価点は，それぞれの施策に応じて責任者であ
るセンター長自身に役職点として配分されると
ともに，センター長の持ち点が別途配分される。
センター長は，その施策実施に対する貢献度に
応じてセンターのメンバーあるいはメンバー以
外の教員に持ち点を分配する。ただし，教員へ
の分配に際しては，教員評価委員会委員の意見
を聞いた上で原案を作成し，最終的に教員評価
委員会の承認を得なければならない。その配分
結果は，評価対象者全員に公表する。

４．おわりに

　本稿では，2001年度から運用を開始し，2003
年度からは年俸に直接連動することになった本
学の教員評価システムを，人事制度とともに解
説した。
　近年，国公私立を問わずいくつかの大学で教
員評価を本格的に導入し始めているが，年俸に
直接かかわる形の教員評価システムの例は皆無
と言っていいだろう。しかし，近い将来，多く
の大学において，任期制，年俸制，教員評価な
どは当然のことになると思われる。
　2002年５月に本学で実施した外部評価に際し
て，学外の評価委員に配付する目的で作成した
“高知工科大学 今後の取り組み（案）”の中
にある次の一文を引用して本稿の締めくくりと
したい。
 『少子化傾向が顕在化していた平成９年に開学
した高知工科大学は，既存の大学ができること
をしていたのではその存在意義はなく，「大学
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のあるべき姿を常に追求する使命」を開学当初
からもつ宿命にある。』

　本稿をまとめるにあたり貴重なご意見を賜っ
た企画室のメンバーである，野尻洋一教授，蝶
野成臣教授，篠森敬三教授，八田章光教授に感
謝いたします。
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